
凡例＝問問い合わせ /　申し込み

行
政
書
士
無
料
相
談
会

▼
開
設
日
時　

　
12
月
7
日
・
14
日
、
令
和
８
年
1
月
25
日
の
日

　
曜
日　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

※�

必
ず
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

交
付
申
請
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
記
載
内
容
変
更
・
電
子

証
明
書
の
更
新
・
暗
証
番
号
の
再
設
定
は
受
け
付

け
ま
す
。

▼
交
付
場
所　
役
場
１
階　
住
民
課

�

問
住
民
課　
窓
口
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
２
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド

休
日
交
付
専
用
窓
口
開
設

そ
　
の
　
他

▼�
日
時　
12
月
21
日
㈰　

　
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

▼
場
所　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー　
1
階
講
座
室

▼
相
談
受
付　
事
前
予
約
（
6
組
ま
で
）

▼�

相
談
内
容　
相
続
、
遺
言
、
農
地
転
用
、
外
国

人
の
在
留
資
格
、
官
公
署
の
許
認
可
全
般

　

�

午
前
10
時
～
午
後
2
時

※
相
談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
む

問
☎
０
９
０
‐
１
６
０
３
‐
７
３
７
４　
野
村

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
は
、
寒
く
乾
燥

し
て
い
る
冬
季
に
特
に
多
く
発
生
し
ま
す
。
感
染

す
る
と
、
1
～
2
日
後
に
嘔
吐
や
下
痢
、
腹
痛
、

発
熱
な
ど
の
症
状
が
現
れ
、
感
染
し
た
人
が
調
理

を
し
た
食
品
を
介
し
て
二
次
感
染
を
引
き
起
こ
し

ま
す
。
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
予
防
の
４
原
則
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

①
持
ち
込
ま
な
い

　

�

嘔
吐
や
下
痢
、
腹
痛
の
症
状
が
あ
る
と
き
は
、

食
品
を
直
接
取
り
扱
う
作
業
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

②
つ
け
な
い

　

�

調
理
や
食
事
の
前
や
ト
イ
レ
に
行
っ
た
後
に
は
、

せ
っ
け
ん
を
使
い
し
っ
か
り
手
洗
い
を
し
ま

し
ょ
う
。

③
や
っ
つ
け
る

　

�

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
死
滅
さ
せ
る
た
め
に
、
食
品

（
特
に
二
枚
貝
な
ど
）
は
中
心
温
度
85
～
90
℃

で
90
秒
以
上
の
加
熱
を
し
ま
し
ょ
う
。

④
拡
げ
な
い

　

�

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
消
毒
に
は
塩
素
系
消
毒
剤

（
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
な
ど
）
が
有
効
で

す
。
ト
イ
レ
や
多
数
の
人
が
触
れ
る
場
所
の
消

毒
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。
感
染
者
の
お
う
吐
物

や
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
消
毒
す
る
際
は
、
マ
ス

ク
や
ビ
ニ
ー
ル
手
袋
を
使
う
な
ど
十
分
注
意

し
、
二
次
感
染
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

問
竜
ケ
崎
保
健
所　
衛
生
課

　
☎
０
２
９
７
‐
6２
‐
２
１
６
３

食
中
毒
に
注
意
！！

令
和
８
年
度
償
却
資
産
の
申
告

▼
償
却
資
産
と
は

　
事
業
に
使
用
す
る
資
産
（
構
築
物
、機
械
装
置
、

器
具
、
備
品
な
ど
）
の
こ
と
で
、
土
地
や
家
屋
と

同
様
に
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
で
す
。

　
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

で
所
有
す
る
資
産
の
申
告
が
法
律
に
よ
り
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
前
年
中
の
資
産
増
減
が
無
い
場
合
に
も
申
告
は

必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
書
に
つ
い
て

　
町
で
把
握
を
し
て
い
る
事
業
者
の
皆
さ
ま
に
つ

い
て
は
、
12
月
中
旬
に
申
告
に
関
す
る
書
類
を
送

付
し
ま
す
。

　
町
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
事
業
所
で

書
類
が
届
か
な
い
場
合
に
は
、
税
務
課
資
産
税
係

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
期
限　
令
和
８
年
１
月
30
日
㈮

問
税
務
課　
資
産
税
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
８
）

男女共同参画ってなあに？　Part 140

ワークとライフのバランスを考えてみませんか？

「男は仕事、女は家庭」から、みんなのワーク・ライフ・バランスへ
　「男は仕事、女は家庭」というフレーズに代表される、性別によって役割を決めつけるよう
な考え方を「固定的性別役割分担意識」といいます。昔は、男性が外で働き、女性が専業主婦
として家を守る、という世帯が一般的であったため、「仕事と家庭を両立」することが重要視
されておらず、多くの男性は、大黒柱として一家を支えるべく「仕事中心」の生活を送ってき
ました。
　世の中の変化に伴い、現在では共働き世帯の数は、妻が専業主婦の世帯の２倍以上にも達しています。家事や育児は女性の役
割という価値観から、夫婦でそれらを分担し、お互い協力して仕事と家庭を両立すべきという価値観に変わりつつあります。

育児・介護休業法が改正されました
　男女ともにワーク（仕事）とライフ（生活）の
バランスを取りやすくするため、法律や制度の改
正が行われています。今年 4 月からは、育児・介
護休業法が改正され段階的に施行されています。
　改正内容の一部を、右の表でご紹介しています

（厚生労働省ホームページより）。子育て世帯の柔
軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護
に伴う離職を防ぐための雇用環境整備、さらに個別
周知や意向確認の義務化など、仕事と育児・介護
を両立しやすい環境づくりが進められています。

みんなで理想のバランスを考えよう
　ワーク・ライフ・バランスは、仕事（ワーク）と
プライベートな生活（ライフ）の両方を調和させ
ることで、バランスをとることを指します。「生活」
が充実すると「仕事」のモチベーションアップに、「仕
事」がうまくいけば私生活も潤うなど、相乗効果
が得られます。どちらかを犠牲にするものではあ
りません。性別を問わず男女がともに家庭生活へ
積極的に関わり、ワーク・ライフ・バランスをとる
ためは、まずは家族で話し合う時間を作ることが
大切です。

●子の看護休暇の見直し

●介護離職防止のための雇用環境整備

　
急
激
な
温
度
変
化
が
も
た
ら
す
身
体
へ
の
影
響

を
、
ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
と
い
い
ま
す
。
部
屋
の
移

動
や
入
浴
に
伴
う
室
温
と
浴
槽
の
お
湯
の
温
度
差

に
よ
り
、
血
圧
が
大
き
く
変
動
し
、
意
識
消
失
や

脳
卒
中
、
心
筋
梗
塞
へ
の
危
険
が
高
ま
り
ま
す
。

冬
場
に
多
く
見
ら
れ
、
高
齢
者
は
特
に
注
意
が
必

要
で
す
。
予
防
の
た
め
、
次
の
６
つ
の
対
策
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

～
入
浴
前
の
注
意
ポ
イ
ン
ト
～

①
脱
衣
所
や
浴
室
を
温
め
る

②
お
湯
の
温
度
を
41
℃
以
下
に
設
定
す
る

③
飲
酒
後
、
食
事
直
後
、
服
薬
後
の
入
浴
を
控
え
る

④
入
浴
前
に
家
族
に
一
声
か
け
る

⑤
浴
槽
か
ら
急
に
立
ち
上
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る

⑥
家
族
は
入
浴
中
の
高
齢
者
の
動
向
に
注
意
す
る

�

問
稲
敷
広
域
消
防
本
部　
救
急
課

　
☎
０
２
９
７
‐
6４
‐
３
８
４
６

ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
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ス ペ シ ャ ル テ ィ コ ー ヒ ー を サ イ フ ォ ンス ペ シ ャ ル テ ィ コ ー ヒ ー を サ イ フ ォ ン
２杯立てゆったりとした空間で飲める店２杯立てゆったりとした空間で飲める店

1

事業主の皆さまへ（１～４、６～ 11は全企業が対象）

　 子の看護休暇の見直し

改正内容 施行前 施行後

対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校３年生修了まで

取得事由の拡大
（③④を追加）

①病気・けが
②予防接種・健康診断

①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園（入学）式、卒園式

労使協定による継続
雇用期間６か月未満
除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
②継続雇用期間６か月未満

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
※②を撤廃

名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇

※ 取得可能日数は、現行日数（１年間に５日、子が２人以上の場合は10日）から変更ありません。

 　所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大

改正内容 施行前 施行後

請求可能となる労働者の 
範囲の拡大 ３歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

 　短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

改正内容 施行前 施行後

代替措置（※）の
メニューを追加

〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等

〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる
　 場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和７（2025）年４月１日から段階的に施行

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 
措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正
を行いました。

❶～❾▶︎令和７（2025）年４月１日から施行

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

　　　　就業規則等の見直し

　　　　就業規則等の見直し

選択する場合は就業規則等の見直し

義務

義務

１

２

３

 　育児のためのテレワーク導入
３歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化され
ます。

 　育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容 施行前 施行後

公表義務の対象となる企業
の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業

・公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
・ 年１回、公表前事業年度の終了後おおむね３か月以内に、インターネットなど、 

一般の方が閲覧できる方法で公表してください。
・より具体的な公表内容や算出方法はこちらをご確認ください。

　　両立支援のひろば（厚生労働省運営のウェブサイト）

男性の育児休業等の取得率等の公表に当たっては、自社ホームページ等のほか、 
「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。仕事と育児・介護の 
両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取り組み状況の診断等 
を行うことができます。

 　介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

改正内容 施行前 施行後

労使協定による継続雇用期間
６か月未満除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
②継続雇用期間６か月未満

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
※②を撤廃

 　介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①～④のいずれかの
措置を講じなければなりません。

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※ ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、　　
　 ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置

2

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

　　　　　 就業規則等の見直し

労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し

努力義務

義務

義務

Check
!

Check
!

＊①～④のうち複数の措置を講じること望ましい

7

6

5

4


